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3/13 

法規 

項目別問題集

P170、202 

P170、202 の設問の前文に次の内容を追加してください。 

 

（問題の文章中に特に記述がない場合にあっては、不燃材料、準不燃材料、難燃材料について、

国土交通大臣が定める「これに準ずる措置が講じられたもの」には該当しないものとする。） 

以上のとおり、訂正をお願いいたします。 

項目別問題集への切り貼り用（各ページの上の余白に切り貼りしてください） 

―――――――――――――――――――― 

（問題の文章中に特に記述がない場合にあっては、不燃材料、準不燃材料、難燃材料について、国土交通大臣が定める「こ

れに準ずる措置が講じられたもの」には該当しないものとする。） 

―――――――――――――――――――― 

（問題の文章中に特に記述がない場合にあっては、不燃材料、準不燃材料、難燃材料について、国土交通大臣が定める「こ

れに準ずる措置が講じられたもの」には該当しないものとする。） 

―――――――――――――――――――― 

 

170

第２編　建築基準法　第４節　避難関係規定

【第２編　建築基準法】　第４節　避難関係規定　２．避難階段・特別避難階段等
� テキストP.101～

【第２編　建築基準法】　第４節　避難関係規定　２．避難階段・特別避難階段等

（避難階は１階とし、屋上広場はないものとする。）

（問題の文章中に特に記述がない場合にあっては、不燃材料、準不燃材料、難燃材料につ
いて、国土交通大臣が定める「これに準ずる措置が講じられたもの」には該当しないもの
とする。）

□□□ 467 

地上11階建ての事務所ビルにおいて、床面積の合
計100㎡以内ごとに防火区画されていない最上階
に通ずる直通階段は、特別避難階段としなければ
ならない。 H2707

－4
×

令122条１項により、５階以上の階又は地下２階以下の階に通ずる直通階段は、
原則として、避難階段又は特別避難階段としなければならない。すべてを特別
避難階段としなければならないのは、15階以上の階又は地下３階以下の階に通
ずる直通階段である。なお、主要構造部が準耐火構造等の建築物で５階以上の
階又は地下２階以下の階の床面積の合計がそれぞれ100㎡以下の場合、又は、
特定主要構造部が耐火構造の建築物で、100㎡（共同住宅の住戸は200㎡）以内ご
とに防火区画されている場合はこの限りではない。また、物品販売業を営む店
舗は、２項、３項でより厳しく制限されている。

Ｃ

□□□ 468 

主要構造部が耐火構造である地上20階建ての共同
住宅において、階段室、昇降機の昇降路、廊下等
が所定の方法で区画され、各住戸の床面積の合計
が200㎡（住戸以外は100㎡）以内ごとに防火区画さ
れている場合には、15階以上の階に通ずる直通階
段は、特別避難階段としなくてもよい。

H3008

－4
〇

令122条１項により、建築物の15階以上の階又は地下３階以下の階に通ずる直
通階段は、原則として、特別避難階段としなければならないが、同項ただし書
により、特定主要構造部が耐火構造の建築物で、床面積の合計100㎡（共同住宅
の住戸は200㎡）以内ごとに防火区画された場合はこの限りでない。設問は、各
住戸が200㎡、住戸以外は100㎡以内ごとに防火区画されているので、特別避難
階段としなくてもよい。

Ｂ

□□□ 469 

床面積の合計が2,000㎡、地上３階建ての物品販
売業を営む店舗で、各階を当該用途に供するもの
について、各階の売場及び屋上広場に通ずる直通
階段を２か所設け、これを避難階段とした。

R0507

－1
〇

令122条２項及び令121条１項二号により、1,500㎡を超える物品販売業を営む
店舗で、３階以上の階を当該用途に供するものは、各階の売場及び屋上広場に
通ずる２以上の直通階段を設け、これを避難階段又は特別避難階段としなけれ
ばならない。

Ａ

□□□ 470 

床面積の合計が1,500㎡を超える地上３階建ての
物品販売業を営む店舗で、各階を当該用途に供す
るものにあっては、各階の売場及び屋上広場に通
ずる２以上の直通階段を設け、これを避難階段又
は特別避難階段としなければならない。

H2707

－1
〇

同上。

Ａ

□□□ 471 

床面積の合計が3,000㎡の地上５階建ての物品販
売業を営む店舗には、各階の売場及び屋上広場に
通ずる２以上の直通階段を設け、これを避難階段
又は特別避難階段としなければならない。 H3008

－3
〇

令122条２項により、３階以上の階を物品販売業を営む店舗の用途に供する建
築物は、各階の売場及び屋上広場に通ずる２以上の直通階段を設け、これを「避
難階段又は特別避難階段」としなければならない。なお、同条３項により、５
階以上の売場に通ずる直通階段は「その１以上を特別避難階段」としなければな
らない。設問は「５階以上の売場に通ずる直通階段」ではなく、「各階（２～５階
すべて）に通ずる直通階段」についての設問なので、「避難階段又は特別避難階
段としなければならない」という設問は正しい。

Ｂ
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令122条１項により、５階以上の階又は地下２階以下の階に通ずる直通階段は、
原則として、避難階段又は特別避難階段としなければならない。すべてを特別
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ずる直通階段である。なお、主要構造部が準耐火構造等の建築物で５階以上の
階又は地下２階以下の階の床面積の合計がそれぞれ100㎡以下の場合、又は、
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Ｂ


